
襲
案
第
<
十
二
号

三
朝
町
監
査
香
魚
条
例
の
全
部
改
正
に
つ
S
て

次
の
と
か
空
扇
町
既
達
末
長
典
例
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
と
-
い
て
,
地
雷
漁
法
(
昭
和
二

一

十
二
年
法
希
望
ハ
十
七
号
)
窮
九
十
六
条
讐
項
の
規
定
陀
よ
お
､
本
論
金
の
海
決
を
求
め
る
O

昭
和
凶
十
四
年
九
月
二
十
四
日

三

朝

町

長

　

　

を

出

　

/

　

　

雅

巳

招
寒
冷
慧
九
月
轟
九
日
標
警
句
･
d
l

三
朝
町
轟
各
議
長
　
失
由
奔
放
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一

一

t

t

J

q

1

日

三
朝
町
衆
例
第

三

　

塀

　

町

　

監

　

査

　

香

　

魚

　

条

　

例

三
顧
町
監
査
香
魚
条
釣
れ
昭
和
三
十
九
年
三
朝
町
条
例
弟
五
号
)
の
全
部
を
改
正
す
る
.

･
(
趣
旨
)

射
l
集
　
と
の
条
例
推
､
地
方
良
治
法
苗
和
二
十
＼
二
年
法
律
鰐
六
十
七
号
o
以
下
r
法
｣
と
S
ゥ
｡
)

弟
三
石
二
条
の
規
定
に
上
･
E
h
､
三
朝
町
監
査
香
魚
(
以
下
｢
監
査
委
員
｣
と
S
う
｡
)
に
朗
し
必
軍

な
串
現
を
定
め
る
｡

(
監
査
賓
展
の
庶
政
)
　
　
　
＼

新
二
集
　
本
町
の
監
査
香
魚
の
定
額
は
､
二
人
と
す
る
｡

(
畿
鼻
の
さ
も
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
負
の
数
)

弟
三
森
　
蔑
見
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
負
の
数
比
､
t
人
と
す
る
｡

(
定
期
監
査
)

′

舞
四
条
　
鋲
蘇
官
九
十
九
魚
拓
三
萌
の
規
定
把
上
る
監
査
は
'
毎
年
六
月
及
び
十
二
月
忙
行
な
う
.

＼
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2
　
監
査
等
良
誓
前
項
の
監
査
を
行
な
ク
と
き
誓
あ
ら
か
じ
め
,
そ
冨
時
を
町
長
に
通
知
し
な

吋
九
ば
な
ら
を
い
.
i

(
臨
時
監
査
)

廉
五
条
　
監
査
常
長
竺
法
-
九
十
九
条
-
項
の
規
定
に
-
鑑
査
嘉
-
と
き
誓
言
か

♪

じ
め
､
そ
の
日
時
を
町
長
に
通
知
し
を
け
れ
ば
な
ら
を
い
¢

(
掃
凍
又
結
賓
泉
に
基
づ
く
監
査
)

笑
ー
免
　
髭
憲
兵
枚
へ
法
-
十
霊
警
領
詩
し
1
-
堵
九
十
八
-
こ
雷
成
定
誓
孟

～

圭
の
持
求
が
あ
っ
た
と
き
､
又
結
鐘
兼
官
九
十
九
条
窮
-
の
規
定
に
上
る
監
査
の
要
求
が
吾
た

と
き
性
､
鎖
線
監
査
の
甜
渡
文
紘
監
査
の
賓
求
を
受
理
し
た
白
か
ら
十
日
以
内
に
監
査
に
井
手
し
卑

け
九
ば
走
ら
な
S
｡

(
財
政
的
竣
功
等
を
与
え
て
1
る
も
の
及
び
婚
定
金
融
横
蹄
に
対
す
る
監
畢
)

射
七
条
　
畢
萱
埠
故
宗
首
九
十
-
警
ハ
-
は
鼓
警
亨
言
五
条
の
こ
撃
壷
の
規
定
托

よ
る
聖
堂
を
行
な
-
と
き
杜
､
あ
ら
か
じ
め
､
そ
の
計
時
を
当
鼓
監
査
を
,
け
る
も
の
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
S
.

(
決
井
の
審
査
)
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<
粂
　
監
連
番
負
は
､
経
第
二
雪
二
十
三
条
蘇
二
環
又
托
地
方
公
営
企
菜
法
(
栢
和
二
十
七
年
法
禅

第
二
盲
九
十
二
号
)
第
三
十
紫
蘇
二
項
の
規
定
に
よ
り
へ
決
葬
及
び
鉦
番
薪
そ
の
他
必
要
忠
寄
輿
を

審
査
に
付
要
れ
允
と
専
攻
､
そ
の
日
か
ら
二
十
8
以
内
に
意
見
を
付
け
て
､
町
長
托
回
付
し
夜
け
れ

ば
在
ら
な
い
e

(
現
金
出
納
の
検
査
)

第
九
兵
　
法
第
二
育
三
十
五
条
の
二
乗
l
嶺
の
規
定
忙
よ
る
毎
月
の
出
納
検
査
は
､
二
十
五
日
托
常
夜

う
｡
た
だ
し
､
そ
の
日
が
日
曜
日
又
虻
休
日
陀
当
た
る
と
き
は
'
こ
れ
を
換
わ
下
げ
る
｡

2
　
監
査
輩
鼻
総
､
や
む
を
得
な
S
理
由
が
あ
る
と
蕃
誓
約
猟
の
期
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

竃
針
運
用
状
況
の
霊
)

第
十
桑
　
監
査
要
具
比
'
法
爵
〓
首
四
十
一
条
窮
五
碑
の
規
定
に
エ
カ
基
金
の
運
用
の
状
況
聖
杯
す
啓

艶
を
審
牽
托
何
首
丸
字
U
き
性
､
そ
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
意
見
を
付
け
て
'
町
長
に
固
付
し
老

け
れ
ば
な
ら
夜
S
●

(
戟
負
の
据
供
薫
任
の
決
定
等
)



義
十
)
集
　
監
査
要
具
は
'
浜
薪
二
百
四
十
三
条
の
二
策
三
硯
の
規
定
に
よ
る
賭
併
発
任
の
有
無
及
び

頗
隣
額
の
洗
帝
を
喪
め
ら
れ
た
と
き
は
､
そ
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
､
阿
象
第
四
萌
の
規
定
に
上

る
意
見
を
求
心
鼻
恥
た
と
き
総
､
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
町
長
陀
通
知
叉
は
凍
出
し
恵
け
れ
ば
を

'

"
I

ら
を
S
｡

(
告
示
及
び
公
表
)
　
　
　
町

r
･
･
･
.
A
;
t
･
.

筋
十
こ
兵
　
聖
教
季
長
や
誓
う
偉
天
h
.
比
畢
叫
耶
ぬ
-
三
朝
町
公
告
民
衆
例
(
伯
和
　
　
事
革
羽
打
島

例
解
　
　
　
号
)
の
褒
め
る
倦
示
又
虻
公
表
の
例
陀
よ
歩
行
孜
う
｡

(
公
印
)

簾
十
三
集

鑑
査
香
魚
及
び
代
表
藍
壬
香
魚
の
公
印
杜
､
次
の
と
お
り
と
す
る
O

三

朝

町

イ
盤
査
香

魚

之

印

三
朝
町
.
代

襲
監
査
姿

見
之
軸

(
そ
の
他
)

第
十
四
条

こ
の
条
例
托
規
,
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
､
監
査
の
執
行
に
髄
し
必
要
改
革
磁
性
r
I
監
査

香
魚
が
協
義
し
て
定
め
る
｡

附

　

　

　

　

加

と
の
条
例
綻
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
.
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